
食品安全委員会（第７９１回会合）議事次第

１．日時及び場所
令和２年９月２９日（火） １４：００～
大会議室

２．出席委員（７名）
佐 藤 洋（委員長）
山 本 茂 貴（委員長代理）
川 西 徹
吉 田 緑
香 西 みどり
堀 口 逸 子
吉 田 充

３．議 事
（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うこと

が明らかに必要でないときについて
・「普通肥料の公定規格（昭和61年農林水産省告示第284号）の改正
について」
（農林水産省からの説明）

（２）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する
リスク管理機関からの説明について
・「普通肥料の公定規格（昭和61年農林水産省告示第284号）の改正
について」
（農林水産省からの説明）

（３）添加物専門調査会における審議結果について
・「キチングルカン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集に
ついて

（４）遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について
・「ZGL株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ」に関する
審議結果の報告と意見・情報の募集について

（５）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について
・農薬「スピネトラム」に係る食品健康影響評価について



・農薬「バリダマイシン」に係る食品健康影響評価について
・飼料添加物「ジブチルヒドロキシトルエン」に係る食品健康影響評

価について

（６）その他

４．配布資料

（１－１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行う
ことが明らかに必要でないときについて（照会）

（１－２）肥料取締法改正に伴う普通肥料の公定規格の改正について（概
要）

（２－１）食品健康影響評価について＜普通肥料の公定規格の改正＞

（２－２）肥料取締法改正に伴う普通肥料の公定規格の改正について（概
要）

（３）添加物専門調査会における審議結果について＜キチングルカン＞

（４）遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について＜ZGL株を
利用して生産されたグルコースオキシダーゼ＞

（５－１）農薬評価書（案）スピネトラム（第７版）

（５－２）農薬に係る食品健康影響評価に関する審議結果について＜バリダ
マイシン＞

（５－３）飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する審議結果について＜
ジブチルヒドロキシトルエン＞


